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議案第１号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，非常勤の特別職である農地利用最適化推進委員の費用弁償の額につい

て，一般職の職員に相当する額を支給することとしているが，当該費用弁償の額

を農業委員会の委員と同様に常勤の特別職に相当する額に引き上げる改正を行う

ため，これを提出する。 



2 

常総市条例第  号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

１年水海道市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第３農地利用最適化推進委員の項中「一般職」を「常勤の特別職」に改め

る。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第２号 

 

道路の整備に関する平成２９年度委託契約の締結について 

 

次のとおり道路の整備に関する平成２９年度委託契約を締結したいので，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議

決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 契約の目的 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に

関する平成２９年度委託契約 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契 約 金 額 ４３０，０００，０００円 

４ 契約の相手方 水戸市笠原町９７８番６ 

茨城県 

茨城県知事  橋 本   昌 

提案理由 

本案は，仮称鹿
かな

小
こう

路
じ

細
ほそ

野
の

線道路整備事業について，今年度分の事業費４億３

千万円の工事を茨城県知事へ委託するもので，５月１５日に仮契約を締結したこ

とから，これを提出する。 
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議案第３号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

７０７４ 
内守谷町きぬの里２－１４－

１６ 

内守谷町きぬの里２－１４－

１５ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町きぬの里地内の路線について，民間の開発行為に伴って寄附

を受けたので，市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第４号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

７０７５ 
内守谷町きぬの里２－１４－

３２ 

内守谷町きぬの里２－１４－

３１ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町きぬの里地内の路線について，民間の開発行為に伴って寄附

を受けたので，市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第５号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

７０７６ 
内守谷町きぬの里２－１４－

５ 

内守谷町きぬの里２－１４－

１５ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町きぬの里地内の路線について，民間の開発行為に伴って寄附

を受けたので，市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第６号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

７０７７ 
内守谷町きぬの里２－１４－

５２ 

内守谷町きぬの里２－１４－

６０ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町きぬの里地内の路線について，民間の開発行為に伴って寄附

を受けたので，市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第７号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

７０７８ 
内守谷町きぬの里２－１４－

５９ 

内守谷町きぬの里２－１４－

４ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町きぬの里地内の路線について，民間の開発行為に伴って寄附

を受けたので，市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第８号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３２７４ 坂手町３５８７ 坂手町３５９２ 

     

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，隣接する民有地と一体となり，道路とし

ての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの要望が

あることから，その認定を廃止するため，これを提出する。 
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議案第９号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３４３０ 坂手町６２１９ 坂手町６２０９ 

     

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，隣接する民有地と一体となり，道路とし

ての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの要望が

あることから，その認定を廃止するため，これを提出する。 
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議案第１０号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２９年５月３１日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３４４４ 

旧 坂手町６１６３ 旧 坂手町６２３１ 

新 坂手町６１９０ 新 坂手町６２３１ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，起点付近の区間が隣接する民有地と一体

となっており，道路としての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所

有者から払下げの要望があることから，当該路線の起点の位置を変更する必要が

あるため，これを提出する。 

 


